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草津市子ども・若者の居場所運営事業業務委託仕様書 

 

１．業務名 

草津市子ども・若者の居場所運営事業（以下「本業務」という。） 

 

２．目的 

不登校やひきこもり等の課題を抱えていたり、社会生活を送るうえで様々な悩みを抱

えている子どもや若者に、当事者の個性や能力に柔軟に合わせた居場所を提供し、自己肯

定感を高め、社会参加や自立に向けたステップを歩めるよう支援することを目的とする。 

 

３．実施期間 

  令和６年９月１日から令和９年８月３１日まで 

      

４．対象者および対象人数 

本業務の対象者は、草津市内在住の次のいずれかに該当する高校生世代から若者世代

（おおむね３９歳まで）までとする。 

・不登校やひきこもり等の課題がある 

・社会生活を送るうえで様々な悩みを抱えており、家庭や学校や職場以外の居場所を求

めている 

参加受付および参加者の決定は市が行う。 

  1日の利用人数の上限は１０名程度とする。 

 

５．実施日、実施場所および実施時間 

  実施日等については、下記のとおりとする。なお、祝日、年末年始（１２月２９日から

１月３日）は除くものとする。 

実施日 実施場所 実施時間 

毎週月曜日 草津市立市民総合交流センター（キラリエ草津）の貸室 

〒５２５－００３２ 草津市大路二丁目１番３５号 

１日３時間で、

原則１３時３０

分から１６時３

０分とする。 

毎週水曜日 草津市立市民交流プラザ（フェリエ南草津５階）の貸室 

〒５２５－００５９ 草津市野路一丁目１５番５号 

 

６．業務内容 

受注者は参加者に対して利用料無料で（１）～（５）の業務を行う。 

（１） 本人の社会参加支援 

① 居場所の提供 

・参加者にとって居心地良く、安全に過ごすことができる空間であること。 

・参加者の悩みに寄り添い、よき理解者として相談に応じること。 

・活動を通じてコミュニケーション能力の向上や社会性を育む場となること。 



2 

 

② 相談対応 

・参加者の相談（学習や進学、就労などを含む様々な悩みの相談）に応じ、適切な助言

を行うとともに、必要に応じて支援機関につなぐこと。 

③ 生活支援 

・規則正しい生活習慣の習得に向けての支援を行うこと。 

④ 社会体験活動支援 

・必要に応じて体験学習や調理実習、社会見学や農業体験、地域ボランティア活動への

参加等を行うこと。 

（２） 家族を支える支援 

・家族からの相談に応じ、適切な助言を行うとともに、必要に応じて支援機関につなぐ

こと。 

（３）関係機関との連携 

  ・様々な支援団体と関係を構築し、本業務の支援が必要な子どもや若者の発見に努める

とともに、支援に係る連携やつなぎをすること。 

（４）人材育成 

・業務に従事するスタッフの育成のため、契約期間中に研修会を実施すること。（令和

６年度および令和９年度は１回以上、令和７年度および令和８年度は２回以上の実

施） 

（５）その他 

  ・業務実施にかかるマニュアルを作成し、本市に提供すること。 

  ・参加者募集のためのチラシ（５００部×３回）を作成すること。（令和６～８年度の

間に年度に１回ずつ作成） 

  ・民生委員児童委員や学区社会福祉協議会等、地域と連携し業務を行うこと。 

  ・業務実施にあたり、支援者および参加者について必要な保険に加入すること。 

 

７．実施体制 

（１）本業務の実施にあたっては、次の人員を配置すること。 

①統括責任者（１名） 

    仕様書に沿って本業務が履行できるよう現場の指揮監督を含めた業務全般の責任を

負う。 

②支援員（２名以上） 

    子ども・若者支援について知識および経験を有し、参加者への支援を適切に行える者

とする。 

（２）本業務の実施にあたっては、教育および福祉等を専攻する学生や地域の協力者等をボ

ランティアとして積極的に配置するよう努めること。 

 

８．対象経費 

（１）委託業務の対象経費は、委託業務に従事する者の人件費（賃金および通勤手当、社会
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保険料等）およびおやつ等の提供にかかる食材費、その他事業運営にかかる経費（使用

料・賃借料、事業に使用する教材の印刷費、消耗品費、通信運搬費、保険料等）とする。

なお、実施場所に係る施設使用料は無償とする。 

（２）各年度の事業終了後は対象経費毎の積算を示したうえで委託料の精算を行い、収支決

算額が委託料を下回った場合は、その差額について市に返納するものとする。 

（３）委託費の支出内容を証する経費書類を整備し、使途を明らかにできる会計帳簿を作成

し、委託業務の完了した日の属する会計年度終了後５年間はいつでも閲覧に供するこ

とができるよう保存しておくこと。 

 

９．業務計画書等の作成および報告 

受注者は次の書類を作成しそれぞれの提出期限までに市（子ども家庭・若者課）に提

出するものとする。 

（１）本業務の契約期間中の年間事業計画については、各年度の事業開始前に、市（子ども

家庭・若者課）に提出すること。 

（２）前月の実施状況および参加者の動向等を、毎月１５日までに市（子ども家庭・若者課）

に提出すること。 

 

１０．その他 

（１）委託業務の実施のための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）、条例、その他関係法令の規定、草津市

情報セキュリティポリシーの趣旨を遵守しなければならない。 

（２）委託業務を一括して第三者に委託し、請け負わせることはできない。ただし、業務を

効率的に行ううえで必要と思われる業務については、市と協議の上、業務の一部を委託

することができる。 

（３）本業務の進捗状況の確認等のため、市が書類の提出等を求めるとき、受注者は速やか

にこれに応じなければならない。 

（４）環境配慮の周知について 

   受注者は、市ホームページに掲載している「環境にやさしい配慮指針」を確認の上、

発注者が実施している環境マネジメントシステムに配慮した環境にやさしい事業活動

を心掛けること。 

参照：草津市ホームページ－くらし・手続き－環境－草津市環境基本条例 

また、草津市気候非常事態宣言の理念に基づき、ゼロカーボンシティの実現のため、

温室効果ガスの低減に努めた事業活動を心掛けること。 

（５）熱中症の予防について 

  本市は、熱中症予防を推進しており、また、労働安全衛生の観点からも事業主は熱中

症による労働災害の防止に努めなければならないことから、特に梅雨から夏期にかけ

ての時期は、次のことをはじめ、熱中症予防に万全を期すこと。 
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  ・高温多湿な作業場所での作業中は注意し、また頻繁に巡視を行うこと。 

  ・無理な作業は控え、健康状態にも十分配慮すること。 

  ・スポーツドリンク等の塩分を含む飲み物を摂取し、休憩をとるなど適切な対策を講

じること。 

 参照：草津市ホームページ－くらし・手続き－防犯・安心・安全－熱中症予防 

（６）草津市の発注する物品の購入、役務の提供等（物品の買入れ、貸借、財産の売払い、

その他役務提供、業務委託（建設工事等にかかる業務委託を除く。））における暴力団員

等による不当介入の排除について 

①受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団員関係者、その他市発注工事

等に対して不当な介入を行うすべての者）による不当介入（不当な要求または業務

の妨害）を受けた場合においては、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入

があった時点で速やかに草津警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行

うものとする。 

②受注者は、前記により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書に

より草津警察署に届け出るとともに、担当職員等に報告するものとする。 

（通報書については、草津市ホームページ（事業者向け－入札・契約－規則等－物品

の購入等における不当介入に対する通報・連絡について）に掲載） 

（７）契約書および本仕様書に明記のない事項については、双方協議の上、決定する。 

（８）本業務が中止になり、不用額が発生した場合については、精算し当初の業務委託契約

金額から減額するものとする。 


